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群
馬
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

群
馬
県
規
則
第
十
八
号 

 
 
 

群
馬
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭

和
四
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
二
中
「
並
び
に
」
の
下
に
「
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
自

治
省
令
第
二
十
七
号
）
」
を
加
え
る
。 

 

第
七
条
の
二
第
二
号
中
「
送
致
さ
れ
、
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
」
の
下
に
「
、
同
法
第
六
十
四
条

の
規
定
に
よ
る
保
護
処
分
と
し
て
少
年
院
に
送
致
さ
れ
、
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
、
同
法
第
六
十
六

条
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容
さ
れ
て
い
る
場
合
」
を
加
え
る
。 

 

第
七
条
の
三
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。 

 

第
二
十
一
条
第
八
項
中
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
る
。 

 

別
表
第
一
を
削
り
、
別
表
第
二
を
別
表
第
一
と
し
、
別
表
第
三
を
別
表
第
二
と
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 
太 

 
 

群
馬
県
規
則
第
十
九
号 

 
 
 

群
馬
県
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則 

 

群
馬
県
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
令
和
四
年
群
馬
県
規
則

第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
工
事
完
了
届
の
添
付
図
書
） 

第
十
二
条 

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
省
令
第
七
十
五
条
第
一
項
に
掲
げ
る
書
類

の
ほ
か
、
特
例
畜
舎
等
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
写
し
た
カ
ラ
ー
写
真
を
添
え
て
行
う

も
の
と
す
る
。 

一 

畜
舎
等
の
外
観 

二 

Ａ
構
造
畜
舎
等
又
は
Ｂ
構
造
畜
舎
等
を
掲
示
し
た
銘
板 

三 

畜
舎
等
の
内
部 

四 

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

 

別
記
様
式
第
一
号
中 

「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

」 

「 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

」 

「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

」 

「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
、
改
正
前
の
群
馬
県
畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す

る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
畜
舎
等
の
建

築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

    

群
馬
県
立
産
業
技
術
専
門
校
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
   

 
  
  
  
  
  
  
  
 
  

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
二
十
号 

 

 
 
 

群
馬
県
立
産
業
技
術
専
門
校
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則 

■ 

規 
 

則 

□
飼
養
施
設
 
□
搾
乳
施
設

 
□
集
乳
施
設

 
□
堆
肥
舎
 

 

□
飼
養
施
設
 

□
飼
養
施
設
に
付
随
す
る
搾
乳
施
設

 
□
飼
養
施
設
に
付
随
す
る
集
乳
施
設

 
□
飼
養
施
設
に
付
随
す
る
貯
水
施
設
、
水
質
浄
化
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施
設

 
□
飼
養
施
設
に
付
随
す
る
畜
産
業
用
倉
庫

 
□
飼
養
施
設
に
付
随
す
る
畜
産
業
用
車
庫

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
□
堆
肥
舎
 

□
発
酵
槽
等
 

□
堆
肥
舎
に
付
随
す
る
畜
産
業
用
倉
庫

 
□
堆
肥
舎
に
付
随
す
る
畜
産
業
用
車
庫

 
□
発
酵
槽
等
を
制
御
す
る
た
め
の
施
設

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

を 

□
Ａ
構
造
畜
舎
等
 
□
Ｂ
構
造
畜
舎
等

 
 

□
Ａ
構

造
畜

舎
等

 
□
Ｂ

構
造

畜
舎
等

 
□

発
酵
槽
等

 

□
堆
肥
舎
 

に
改
め
る
。 

を 
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群
馬
県
立
産
業
技
術
専
門
校
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
群
馬

県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
別
表
第
四
短
期
課
程
の
項
中 

「 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

を 「 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」 

に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

    

群
馬
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 
一 
太 

 
 

群
馬
県
規
則
第
二
十
一
号 

 
 
 

群
馬
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
職
業
能
力
開
発
促
進
法
関
係
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
群
馬
県
規
則
第
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
条
の
表
上
欄
中
「
放
電
加
工
」
を
「
非
接
触
除
去
加
工
」
に
改
め
、
「
電
気
機
器
組
立
て
」

の
下
に
「
、
シ
ー
ケ
ン
ス
制
御
」
を
加
え
、
「
、
陶
磁
器
製
造
」
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

 

群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
三
月
二
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 
 

群
馬
県
規
則
第
二
十
二
号 

 
 
 

群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
流
域
下
水
道
事
業
の
会
計
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
群
馬
県
規
則
第
四
十
九 

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
二
の
表
報
償
費
の
項
及
び
建
設
改
良
費
及
び
開
発
調
査
費
の
項
中
「
及
び
車
両
の
購

入
」
を
削
り
、
同
表
注
五
た
だ
し
書
中
「
車
両
（
予
算
編
成
に
お
い
て
財
政
課
長
へ
詳
細
な
仕
様
に

つ
い
て
個
別
協
議
を
し
て
予
算
に
計
上
し
た
公
用
車
を
除
く
。
）
の
購
入
及
び
」
を
削
る
。 

 

別
表
第
二
注
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

別
表
第
二
（
第
四
条
、
第
二
百
二
条
、
第
二
百
三
条
関
係
） 

 

支
出
負
担
行
為
及
び
支
出
命
令
の
専
決
・
合
議
区
分
表 

                       

 
 

実
践
能
力
習
得
訓
練

コ
ー
ス 

 

二
日
以
上

六
月
以
内 

別
に
定
め
る 

 

   

   
特
別
支
援
学
校
早
期

訓
練
コ
ー
ス 

実
践
能
力
習
得
訓
練

コ
ー
ス 

ｅ
―
ラ
ー
ニ
ン
グ
コ

ー
ス 

   

二
日
以
上

六
月
以
内 

二
日
以
上

六
月
以
内 

二
日
以
上

六
月
以
内 

別
に
定
め
る 

別
に
定
め
る 

別
に
定
め
る 

 

支出負担行為 執
行
区
分 

建設改良費及び開発調査費 材
料
費 

物
品
の
修
繕
経
費
等
以
外
の
修
繕
費
、
路
面

復
旧
費
、
資
産
減
耗
費
及
び
除
却
工
事
費 

賃借料 委託料 通
信
運
搬
費
、
手
数
料
及
び
損
害
保
険
料 

被
服
費
、
備
消
耗
品
費
、
燃
料
費
、
光
熱
水

費
、
印
刷
製
本
費
、
修
繕
費
（
物
品
の
修
繕

経
費
等
に
限
る
。
）
、
動
力
費
及
び
薬
品
費 

 

雑
費 

旅
費
並
び
に
研
修
及
び
養
成
費 

報
償
費 

退
職
給
付
費 

法
定
福
利
費
、
法
定
福
利
費
（
会
計
年
度
任

用
）
及
び
厚
生
福
利
費 

手
当
等
及
び
手
当
等
（
会
計
年
度
任
用
） 

給
料
及
び
給
料
（
会
計
年
度
任
用
） 

報
酬 

第
百
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ホ
及
び

ヘ
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
仮
設
備
の
う

ち
工
事
用
備
品
に
係
る
も
の
の
取
得
に

係
る
も
の 

無
形
固
定
資
産
並
び
に
第
百
六
十
七
条

第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ト

か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
取
得
に

係
る
も
の 

建
設
工
事
に
よ
る
有
形
固
定
資
産
（
第

百
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ホ

か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
仮

設
備
の
う
ち
工
事
用
備
品
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
の
取
得
に
係
る
も
の 

そ
の
他 

土
地
・
建
物
に
係
る
も
の 

そ
の
他 

固
定
資
産
の
取
得
に
係
る
も
の 

                   

部
長 

専
決
区
分 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

課
長 

 

                   

財
政
課
長 

合
議
区
分 
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支出負担行為 執
行
区
分 

建設改良費及び開発調査費 材
料
費 

物
品
の
修
繕
経
費
等
以
外
の
修
繕
費
、
路
面

復
旧
費
、
資
産
減
耗
費
及
び
除
却
工
事
費 

賃借料 委託料 通
信
運
搬
費
、
手
数
料
及
び
損
害
保
険
料 

被
服
費
、
備
消
耗
品
費
、
燃
料
費
、
光
熱
水

費
、
印
刷
製
本
費
、
修
繕
費
（
物
品
の
修
繕

経
費
等
に
限
る
。
）
、
動
力
費
及
び
薬
品
費 

 

雑
費 

旅
費
並
び
に
研
修
及
び
養
成
費 

報
償
費 

退
職
給
付
費 

法
定
福
利
費
、
法
定
福
利
費
（
会
計
年
度
任

用
）
及
び
厚
生
福
利
費 

手
当
等
及
び
手
当
等
（
会
計
年
度
任
用
） 

給
料
及
び
給
料
（
会
計
年
度
任
用
） 

報
酬 

第
百
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ホ
及
び

ヘ
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
仮
設
備
の
う

ち
工
事
用
備
品
に
係
る
も
の
の
取
得
に

係
る
も
の 

無
形
固
定
資
産
並
び
に
第
百
六
十
七
条

第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
及
び
ト

か
ら
ヌ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
取
得
に

係
る
も
の 

建
設
工
事
に
よ
る
有
形
固
定
資
産
（
第

百
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
ホ

か
ら
ト
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
仮

設
備
の
う
ち
工
事
用
備
品
に
係
る
も
の

を
除
く
。
）
の
取
得
に
係
る
も
の 

そ
の
他 

土
地
・
建
物
に
係
る
も
の 

そ
の
他 

固
定
資
産
の
取
得
に
係
る
も
の 

                   

部
長 

専
決
区
分 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

全
額 

課
長 

 

                   

財
政
課
長 

合
議
区
分 

 

                                     

           

別
表
第
二
注
二
中
「
並
び
に
会
計
管
理
課
長
、
会
計
局
長
及
び
会
計
管
理
者
」
を
削
り
、
同
表 

注
五
を
削
り
、
同
表
注
六
を
同
表
注
五
と
し
、
同
表
注
七
を
同
表
注
六
と
す
る
。 

別
表
第
六
の
１
の
表
中 

「 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
   

 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
   

 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 

を 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

」 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

   

「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

  
「 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地
区
別
 

建
設
仮
勘

定
 

地
区
別
・

建
設
事
務

費
 

建
設
仮
勘

定
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研
修
及
び

養
成
費
（
 

旅
費
）
 

職
員

の
研

修
及

び
養

成
に

要
す

る
費

用
の

う
ち

旅
費

に
係

る
も

の
を

整
理

す
る
。
 

研
修
及
び

養
成
費
 

  費
 

職
員

の
研

修
及

び
養

成
に

要
す

る
費

用
を

整
理

す
る
。
 

」 」 

支
出
命
令 

 

繰
出
金 

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
並
び
に
国
庫
補
助

金
返
還
金 

投
資
有
価
証
券 

企
業
債
償
還
金
、
他
会
計
か
ら
の
借
入
金
償

還
金
及
び
支
払
利
息 

補
償
費 

長
期
貸
付
金
及
び
短
期
貸
付
金 

補
助
金 

負
担
金 

 

第
百
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ホ
及
び

ヘ
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
仮
設
備
の
う

ち
工
事
用
備
品
に
係
る
も
の
の
取
得
に

係
る
も
の 

   

千
万
円
以
上 

 

千
万
円
以
上 

千
万
円
以
上 

千
万
円
以
上 

二
千
万
円
以 

上 

 

全
額 

全
額 

全
額 

千
万
円
未

満 全
額 

千
万
円
未

満 千
万
円
未

満 千
万
円
未

満 二
千
万
円

未
満 

 

 

全
額 

 

全
額 

 

全
額 

千
万
円
以
上 

百
万
円
以
上 

百
万
円
以
上 

 

 

支
出
命
令 

 

繰
出
金 

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
並
び
に
国
庫
補
助

金
返
還
金 

投
資
有
価
証
券 

企
業
債
償
還
金
、
他
会
計
か
ら
の
借
入
金
償

還
金
及
び
支
払
利
息 

補
償
費 

長
期
貸
付
金
及
び
短
期
貸
付
金 

補
助
金 

負
担
金 

 

第
百
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
ホ
及
び

ヘ
に
掲
げ
る
も
の
並
び
に
仮
設
備
の
う

ち
工
事
用
備
品
に
係
る
も
の
の
取
得
に

係
る
も
の 

   

千
万
円
以
上 

 

千
万
円
以
上 

千
万
円
以
上 

千
万
円
以
上 

二
千
万
円
以 

上 

 

全
額 

全
額 

全
額 

千
万
円
未

満 全
額 

千
万
円
未

満 千
万
円
未

満 千
万
円
未

満 二
千
万
円

未
満 

 

 

全
額 

 

全
額 

 

全
額 

千
万
円
以
上 

百
万
円
以
上 

百
万
円
以
上 
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「 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

  

「 

       

改
め
る
。 

 

別
表
第
六
の
９
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 」 

職
員

の
研

修
及

び
養

成
に

要
す

る
費

用
の

う
ち

旅
費

以
外

の
も

の
を

整
理

す
る
。
 

研
修

及
び

養
成
費

 

研
修

及
び

養
成
費
（
 

旅
費
）
 

研
修

及
び

養
成
費
 

に 

研
修

及
び

養
成
費
 

 

 

 

 

 

 

 」 」 
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９ 費用 

款 項 目 節 細節 備考 

営業費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区別事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使途別事業費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報酬 

給料 

手当等 

賞与引当金繰 

入額 

退職給付費 

 

退職給付引当 

金繰入額 

法定福利費 

法定福利費引 

当金繰入額 

給料（会計年 

度任用） 

手当等（会計 

年度任用） 

法定福利費 

（会計年度任 

用） 

厚生福利費 

報償費 

旅費 

被服費 

備消耗品費 

 

燃料費 

光熱水費 

印刷製本費 

通信運搬費 

 

委託料 

 

 

 

 

手数料 

賃借料 

修繕費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託料（通 

常） 

委託料（補 

助） 

 

 

 

修繕費（通 

主たる営業活動から生ずる費用を整理する。 

 

管渠・ポンプ場・処理場・受託工事・総係の別を整理する。 

委員等の報酬を整理する。 

職員の給料を整理する。 

職員の手当等を整理する。 

賞与引当金として計上するための繰入額を整理する。 

 

退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額 

を整理する。 

退職給付引当金として計上するための繰入額を整理する。 

 

職員の共済費等を整理する。 

法定福利費引当金として計上するための繰入額を整理 

する。 

会計年度任用職員の給料及び報酬を整理する。 

 

会計年度任用職員の手当及び通勤に係る費用弁償等を整理 

する。 

会計年度任用職員の社会保険料等を整理する。 
 

 

職員の厚生福利に要する費用を整理する。 

報償金・奨励金等を整理する。 

職員等に支給する旅費等を整理する。 

職員等に貸与する被服の購入費を整理する。 

事務用品、器具等で１０万円未満の物品の取得価額（これ 

らの維持修繕費含む。）を整理する。 

自動車用及び採暖用燃料を整理する。 

電気料、ガス料及び水道料を整理する。 

文書、帳簿等の印刷費及び製本費を整理する。 

はがき、郵便切手、電信電話料等の通信費及び物品等の運 

搬料を整理する。 

 

通常の委託に要する費用を整理する。 

 

国庫補助金の対象となる委託に要する費用を整理する。 

 

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等を整理する。 

借地料、借家料、自動車借上料等を整理する。 

 

通常の有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費 
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一般管理費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポンプ場費 

処理場費 

受託工事費 

総係費 

減価償却費 

 

 

 

 

固定資産除却 

費 

 

 

 

 

 

 

たな卸資産減 

耗費 

 

地区別 

 

 

 

修繕引当金繰 

入額 

路面復旧費 

 

動力費 

薬品費 

材料費 

補償費 

負担金 

損害保険料 

研修及び養成 

費（旅費） 

研修及び養成 

費 

貸倒引当金繰 

入額 

雑費 

 

 

 

 

 

 

 

有形固定資産 

減価償却費 

無形固定資産 

減価償却費 

 

 

除却損 

除却工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

常） 

修繕費（補 

助） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交際費 

その他雑費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除却工事費 

（通常） 

除却工事費 

（補助） 

 

 

 

 

用を整理する。 

国庫補助金の対象となる有形固定資産等の維持修繕に要す 

る工事請負等の費用を整理する。 

修繕引当金として計上するための繰入額を整理する。 

 

管路の修理等による道路法に定められた道路の修復費を整 

理する。 

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費を整理する。

処理水の沈でん及び滅菌に要する薬品費を整理する。 

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費を整理する。

補償金、賠償金、見舞金等を整理する。 

庁舎負担金等を整理する。 

自動車任意保険及び損害保険料を整理する。 

職員の研修及び養成に要する費用のうち旅費に係る費用を 

整理する。 

職員の研修及び養成に要する費用のうち旅費以外のものを 

整理する。 

貸倒引当金として計上するための繰入額を整理する。 

 

 

社会参加費を整理する。 

上記以外の費用を整理する。 

ポンプ場の維持管理に要する費用を整理する。 

処理場の維持管理に要する費用を整理する。 

受託工事に要する費用を整理する。 

 

 

有形固定資産の減価償却額を整理する。 

 

無形固定資産の減価償却額を整理する。 

 

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費を整理する。 

 

有形固定資産の除却損又は廃棄損を整理する。 

 

通常の有形固定資産の撤去費を整理する。 

 

国庫補助金の対象となる有形固定資産の撤去費を整理す  

る。 

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費を整理す  

る。 
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報酬 

給料 

手当等 

賞与引当金繰 

入額 

退職給付費 

退職給付引当 

金繰入額 

法定福利費 

法定福利費引 

当金繰入額 

給料（会計年 

度任用） 

手当等（会計 

年度任用） 

法定福利費 

（会計年度任 

用） 

厚生福利費 

報償費 

旅費 

被服費 

備消耗品費 

燃料費 

光熱水費 

印刷製本費 

通信運搬費 

委託料 

 

 

 

 

手数料 

賃借料 

修繕費 

 

 

 

 

修繕引当金繰 

入額 

路面復旧費 

動力費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委託料（通 

常） 

委託料（補 

助） 

 

 

 

修繕費（通 

常） 

修繕費（補 

助） 
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営業外費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支払利息 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費税及び地 

方消費税 

 

 

雑支出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業債利息 

 

他会計借入金 

利息 

一時借入金利 

息 

企業債手数料 

及び取扱費 

 

 

消費税及び地 

方消費税 

 

不用品売却原 

価 

薬品費 

材料費 

補償費 

負担金 

損害保険料 

研修及び養成 

費（旅費） 

研修及び養成 

費 

貸倒引当金繰 

入額 

雑費 

 

 

減価償却費 

 
 

 

 
 

 

固定資産除去 

費 

 

 

たな卸資産減 

耗費 

 

 

 

 

地区別 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交際費 

その他雑費 

 

有形固定資 

産減価償却 

費 

無形固定資 

産減価償却 

費 

 

 

除去損 

除却工事費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る 

費用以外の費用を整理する。 

金融及び財務活動等に伴う支払利息等を整理する。 

企業債の支払利息を整理する。 

 

他会計からの借入金に対する利息を整理する。 

 

一時借入金に対する利息を整理する。 

 

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費を整理す 

る。 

消費税及び地方消費税の納税額を整理する。 

 

 

 

上記以外の営業外費用を整理する。 

売却した不用品の原価を整理する。 
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特別損失 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

予備費 

 

 

 

 

 

 

固定資産売却

損 
 

 

 

減損損失 
 

 

 

災害による損 

失 

 

過年度損益修 

正損 
 
 

 

その他特別損 

失 

 

 

予備費 

 

 

その他雑支出 

 

 

 
 
 

 

地区別 

 
 

 

地区別 

 

 

地区別 

 
 
 
 

地区別 

 

 

地区別 

 

 

予備費 

地区別 

 

地区別 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記以外の雑支出を整理する。 

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失を整理する。 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に 

不足する金額を整理する。ただし、額が少額のものは、 

「営業外費用」の「雑支出」の「その他雑支出」に整理す 

ることができる。 

 

事業年度の末日において予測することができない減損が生 

じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損 

による損失又は認識すべき減損損失の額を整理する。 

 

災害による巨額の臨時損失を整理する。 

 

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するものを整理 

する。ただし、額が少額のもの又は知事の承認を得たもの 

は、「営業外費用」の「雑支出」の「その他雑支出」に整 

理することができる。 

 

上記以外の特別損失を整理する。 
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研
修

及
び

養
成

費
（

旅
費
）

 
 研

修
及

び
養

成
費
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別
表
第
七
の
２
の
表
中 

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

「 

     

「 

     

「 

         

「 

     

「 
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◎群馬県告示第９０号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和５年３月２４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 吾妻郡中之条町大字大道字十二原１００７の９ 

２  保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

３ 解除の理由 道路用地とするため 

 

 

 

◎群馬県告示第９１号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和５年３月２４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 川場村（国有林。次の図に示す部分に限る。） 

２  保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

３ 解除の理由 道路用地とするため 

  「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び川場村役場に備え置いて縦覧に供す 

る。 

 

 

 

◎群馬県告示第９２号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和５年３月２４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 上野村（国有林。次の図に示す部分に限る。） 

２  保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

３ 解除の理由 道路用地とするため 

  「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び上野村役場に備え置いて縦覧に供す 

る。 

 

 

 

◎群馬県告示第９３号 

■ 告  示 
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 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定を解除

する予定である旨の通知があった。 

  令和５年３月２４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除予定保安林の所在場所 上野村（国有林。次の図に示す部分に限る。） 

２  保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

３ 解除の理由 道路用地とするため 

  「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び上野村役場に備え置いて縦覧に供す 

る。 
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◎
群
馬
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告
示
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よ
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に
定
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別記様式（規格Ａ４） 

第    号 

 

技能検定合格証書 

 

  検 定 職 種 

  技能士の名称 

 

                          氏名            

                              年  月  日生  

 

 あなたは職業能力開発促進法の規定による上記の職種に係る技能検定に合格したのでここに

合格証書を授与し上記の技能士の名称を称することを認める 

 

    年  月  日 

群馬県知事      印    

 

 

 

 

 

 

 

 



 令和５年３月２４日（金）           群 馬 県 報                第１００８５号 

 

16 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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◎群馬県告示第９５号 

  河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法に

ついて協議が成立したので、次のとおり告示する。 

 その関係図面は、群馬県県土整備部河川課及び群馬県館林土木事務所に備え置いて縦覧に供する。 

  令和５年３月２４日 

群馬県知事 山 本 一 太   
 

一級河川
の 名 称 

河 川 管 理 
施設の名称 

河 川 管 理 
施設の位置 

管理を行う者
の氏名及び住
所（法人にあ
っては、その
名称及び住所
並びに代表者
の氏名） 

管理の内 容 
管理の 
期 間 

管理協定 
締結の日 

板倉川 右岸堤防 右岸 
板倉町大字
板倉字大新
田３４１１
－２８２地
先から板倉
町大字海老
瀬字枝沼８
０４３－３
地先まで及
び板倉町泉
野四丁目６
３２１－２
地先から板
倉町朝日野
二丁目４０
９５－１３
地先まで 

道路管理者 
板倉町長 
栗原実 
群馬県邑楽郡
板倉町大字板
倉２６８２番
地１ 

(1) 道路専用施設（路面（路盤ま
での部分を含む。）、路肩、道
路の附属物その他の専ら道路の
管理上必要な施設又は工作物を
いう。以下同じ。）の新設（道
路の附属物に係るものに限
る。）、改築、維持及び修繕 

(2) 路肩に接する法面で当該路肩
から法長１ｍまでの範囲にある
ものについての維持 

(3) 原則として道路専用施設に係
る災害復旧 

令和５年
２月１７
日から道
路の占用
の存続す
る日まで 

令和５年
２月１７
日 

 
 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、   

箕郷都市計画下水道（高崎公共下水道）及び榛名都市計画下水道（高崎公共下水道）の変更の図書の写しの送付を

受けたので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第２項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供

する。 

  令和５年３月２４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 箕郷都市計画下水道 高崎公共下水道 

              榛名都市計画下水道 高崎公共下水道 

２ 都市計画の変更年月日 令和５年３月１０日 

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部下水環境課及び高崎市下水道局総務課 

 

 

■ 公  告 
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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和５年３月２４日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 邑楽郡邑楽町大字篠塚字寺中４２２７－１ 埼玉県羽生市大字上新郷１９３０番地１ サ
ンライトⅢ ２０２ 
鈴木郁哉、鈴木紗弓 

２ 佐波郡玉村町大字樋越９０－７、８５－２の一部 佐波郡玉村町大字上之手１９８５番地１ Ｄ
棟 
須藤拓也、須藤綾香 

 
 

 

 

◎監査公表第７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定により実施した監査の結果

を次のとおり公表する。 

  令和５年３月２４日 

                                                                   群馬県監査委員 林     章 

同       石 原 栄 一 

同       金 井 康 夫 

同       安孫子   哲  

１ 準拠する基準 本監査は、群馬県監査委員監査基準（令和２年監査委員告示第１号）に準拠して実施した。 

２ 監査の種類 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づく定期監査並びに同条第２項の規定に基づ

く行政監査 

３ 監査の対象 

 (1) 監査対象年度 令和３年度会計（前年度監査基準日の翌日から令和４年５月３１日まで） 

令和４年度会計（令和４年４月１日から監査基準日まで） 

 (2) 監査対象機関 地域機関等８２機関 

４ 監査の着眼点 県の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理並びに事務の執行が、法令等の趣旨に

のっとって適正に行われているか、最少の経費で最大の効果が挙がるよう事務運営がなされているか並びに組織

及び運営の合理化に努めているかを主眼に監査を実施した。 

５ 監査の実施内容 監査対象機関が作成した監査資料及び関係する資料等に基づき、所管業務について説明を聴

取するとともに、関係する文書及び帳簿その他の関係書類等の確認を行った。 

６ 監査結果の概要 

 (1) 指摘事項（適正を欠くと認められ、改善を要するもの） １件 

 (2) 注意事項（軽易な誤りがあり、改善を要するもの）   ５件 

 (3) 検討事項（事務の効率化等の面から検討を要するもの） なし 

７ 機関別監査結果 

■ 監査委員公告 
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(1) 総務部 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

消防学校 
（令和５年３月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

(2) 地域創生部 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

館林美術館 
（令和５年３月１０日） 

（注意事項） 
 群馬県財務規則（以下「規則」という。）第５７条第７項において、利用券等の売りさ
ばきがあったときは、一日分をまとめて利用券等出納簿に記載するとともに、利用券
等売りさばき通知書を作成して収入調定者に送付しなければならないとされている。 
 また、規則第１１３条第２項において、会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるた
めに必要があるときは、歳計現金を出納員又は分任出納員に交付し、保管させてお
くことができるとされており、また、つり銭用現金取扱要領第１３において、出納員等
は、つり銭用現金の保管にあたっては、盗難、亡失等に十分留意するよう努めなけれ
ばならないとされている。 
 当該機関では、令和４年１１月２７日の閉館後の現金在高が、当該日の利用券売り
さばき通知書の現金売上額と定額の釣銭の合計額に比べ、１０，０００円不足してい
た。 

土屋文明記念文学館 
（令和５年３月８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

世界遺産センター 
（令和５年３月７日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

  

(3) 健康福祉部 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

心身障害者福祉センター 
（令和５年３月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

食肉衛生検査所 
（令和５年３月７日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

動物愛護センター  
（令和５年２月１６日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

 (4) 農政部 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

農林大学校 
（令和５年３月７日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

鳥獣被害対策支援センタ
ー 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

 (5) 産業経済部 
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監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

前橋産業技術専門校 
（令和５年３月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

高崎産業技術専門校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

太田産業技術専門校 
（令和５年３月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

  

(6) 企業局 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

団地総合事務所 
（令和５年２月７日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 

 (7) 教育委員会 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

西部教育事務所 
（令和５年３月１０日） 

（注意事項） 
 地方自治法施行令第１５９条において、歳出の過渡しとなった金額を返納させ
るときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならな
いとされており、同令第１６０条において、戻入金で出納閉鎖後に係るものについ
ては、これを現年度の歳入としなければならないとされている。 
 当該機関は、管内の公立小学校から、令和３年１２月に退職した学校職員に過渡
しした給与（３２６，３０４円）の戻入手続に係る依頼文書を令和４年１月に受領した
が、戻入手続を怠ったため、令和３年度の歳出に戻入ができず、また、歳入手続も遅
延したため、令和４年１１月１５日に令和４年度の歳入として受け入れていた。 
（注意事項） 
 所得税法第１８３条第１項において、源泉徴収義務者が源泉徴収をした所
得税は、源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月１０日（当該日が日
曜日、祝日等の休日や土曜日に当たる場合には、その休日明けの日）までに
納付しなければならないとされている。 
 当該機関は、令和４年６月３０日に支給した会計年度任用職員１５名の期
末手当から控除した所得税及び復興特別所得税１６９，２２１円について、
納付期限が同年７月１１日であったが、同年９月１２日まで所轄税務署に納
付しなかったため、不納付加算税８，０００円が発生した。 

東部教育事務所 
（令和５年３月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

文書館 
（令和５年２月２４日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

ぐんま天文台 
（令和５年３月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

ぐんま昆虫の森 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

東毛青少年自然の家 
（令和５年３月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

前橋高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 
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（令和５年３月７日） 

前橋南高等学校 
（令和５年３月８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

前橋西高等学校 
（令和５年３月１０日） 

（指摘事項） 
 群馬県教育委員会が行う建築工事等の積算で適用している「群馬県建築工
事共通費積算基準」及び「群馬県建築工事積算要領」では、共通費の算定は
工期を用いることとされている。 
 当該機関は、発注した建築工事の積算において、工期を８．４か月とすべ
きところを、４．５か月として共通費を算定したため、工事価格が   
２，４５０，０００円の過小積算となっていた。 

前橋女子高等学校 
（令和５年３月７日) 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

前橋東高等学校 
（令和５年３月２日) 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

前橋清陵高等学校 
（令和５年３月８日) 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

高崎東高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

吉井高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

高崎工業高等学校 
（令和５年３月８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

高崎商業高等学校 
（令和５年３月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

桐生清桜高等学校 
（令和５年３月７日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

伊勢崎高等学校 
（令和５年３月８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

伊勢崎清明高等学校 
（令和５年３月７日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

新田暁高等学校 
（令和５年３月８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

太田工業高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

太田フレックス高等学校 
（令和５年３月１０日） 

（注意事項） 
 群馬県財務規則第９３条第１項第２号において、社会参加費は、四半期分の予定
額の範囲内で前渡することができるとされ、同規則第９５条第２項第２号において、資
金前渡職員は、当該四半期終了後１０日以内に、前渡金精算書を作成して証拠書
類を添え、支出命令者の確認を受けなければならないとされている。 
当該機関は、令和４年４月５日に資金前渡され、同年１０月６日に全額支払われた 

社会参加費（６，０００円）について、事務調査日（令和５年２月１０日）現在において、
第３四半期終了後の精算を行っていなかった。   

沼田高等学校 
（令和５年３月７日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

尾瀬高等学校 指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 
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（令和５年３月１０日） 

沼田女子高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

館林高等学校 
（令和５年３月７日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

館林女子高等学校 
（令和５年３月８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

渋川高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

渋川女子高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

藤岡北高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

藤岡工業高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

富岡高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

富岡実業高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

松井田高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

安中総合学園高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

大間々高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

下仁田高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

長野原高等学校 
（令和５年３月８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

嬬恋高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

玉村高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

板倉高等学校 
（令和５年３月２日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

館林商工高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

西邑楽高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

大泉高等学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 
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盲学校 
（令和５年３月８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

聾学校 
（令和５年３月７日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

前橋高等特別支援学校 
（令和５年３月８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

赤城特別支援学校 
（令和５年３月７日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

高崎特別支援学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

高崎高等特別支援学校 
（令和５年３月８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

二葉特別支援学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

二葉高等特別支援学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

桐生特別支援学校 
（令和５年３月１０日） 

（注意事項） 
 群馬県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例第２条において、
長期継続契約は、契約期間が５年を超えない範囲内のものとされている。 
 当該機関は、次のとおり、長期継続契約の契約期間が５年を超える変更契約を締 
結していた。 
（１） 職員用パソコン等リース契約に係る賃貸借契約（当初契約期間：平成２９年２月 
６日～令和４年１月３１日）について、令和４年１月１７日付けで契約期間を同年９月
３０日までに延長する変更契約を締結していた。 

（２） 生徒用パソコン等リース契約に係る賃貸借契約（当初契約期間：平成２９年５月 
９日～令和４年４月３０日）について、令和４年４月２５日付けで契約期間を同年９月
３０日までに延長する変更契約を締結していた。 

あさひ特別支援学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

伊勢崎高等特別支援学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

太田特別支援学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

太田高等特別支援学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

館林高等特別支援学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

藤岡特別支援学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

富岡特別支援学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

渡良瀬特別支援学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

吾妻特別支援学校 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 
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 (８) 警察本部 
 

監査対象機関 
（監査年月日） 

監査の結果 

前橋警察署 
（令和５年３月８日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

高崎警察署 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

富岡警察署 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

伊勢崎警察署 
（令和５年３月８日) 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

大泉警察署 
（令和５年３月１０日） 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

館林警察署 
（令和５年３月１０日) 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

渋川警察署 
（令和５年３月８日) 

指摘事項、注意事項及び検討事項に該当するものはなかった。 

 
 

 

 

 

◎監査公表第８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、群馬県知事等から講じた措置につい

て通知があったので、次のとおり公表する。 

  令和５年３月２４日 

                                                                   群馬県監査委員 林     章 

同       石 原 栄 一 

同       金 井 康 夫 

同       安孫子   哲 
 

監 査 対 象 機 関 畜産試験場 

監査結果の公表年月日 令和４年１２月２７日（群馬県報第１００６３号）監査公表第１３号 

監 査 の 結 果 （指摘事項） 
 群馬県財務規則第２８条第１項において、歳出予算の執行に当たっては、その
目的及び趣旨に従い、効率的かつ経済的に執行しなければならないとされてい
る。また、同規則第２１１条において、物品の管理に関する事務を行う職員は、
善良な管理者の注意をもって、その事務を行わなければならないとされ、同規則
第２２４条において、物品を使用している職員は、その使用に係る物品を善良な
管理者の注意をもって使用し、及び保管しなければならないとされている。 
 当該機関においては、「県費により購入した物品（合計１，１４７個、  
２，０４２，８５４円相当）を自宅に持ち帰るなどして自己の所有物としてい
た。」として、令和４年１１月１８日付けで平成３０年度から令和３年度まで当
該機関に勤務していた職員が懲戒処分とされた事案が発生しており、購入した物
品の管理において、適正を欠くものがあった。 
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講 じ た 措 置  再発防止を図るため、群馬県財務規則等の関係例規に則った事務処理を徹底す
るよう職員に周知を図った。今後は、複数の職員による確認を徹底するなど、チ
ェック体制の強化を図るとともに、物品の保管状況の定期的な確認を行い、適正
な事務処理の確保に努めることとした。 

 
 
 

監 査 対 象 機 関 群馬産業技術センター 

監査結果の公表年月日 令和５年２月１４日（群馬県報第１００７４号）監査公表第２号 

監 査 の 結 果 （注意事項） 
 地方公共団体が競争入札によらず随意契約により契約を締結できるのは、地方
自治法施行令第１６７条の２第１項各号に該当する場合に限られており、このう
ち、随意契約によることができる予定価格の限度額は、同項第１号及び群馬県財
務規則第１８８号で定められており、委託契約については１００万円を超えない
ものとされている。 
 当該機関は、予定価格１，０３０，７００円（税込）の東毛産業技術センター
緑地管理業務の委託契約について、令和４年５月２３日付けで随意契約を締結し
たが、随意契約によることができる予定価格の限度額を超えていた。 

講 じ た 措 置  再発防止を図るため、群馬県財務規則等の関係例規に則った事務処理を徹底す
るよう職員に周知を図った。 
今後は、複数の職員による確認を徹底するなど、チェック体制の強化を図り、

適正な事務処理の確保に努めることとした。 
 
 
 

監 査 対 象 機 関 教育委員会管理課 

監査結果の公表年月日 令和５年２月１４日（群馬県報第１００７４号）監査公表第３号 

監 査 の 結 果 （注意事項） 
 群馬県教育委員会が行う建築工事等の積算で適用している「群馬県建築工事共
通費積算基準」及び「群馬県建築工事積算要領」では、共通費の算定は工期を用
いることとされている。 
 当該機関は、発注した４箇所の工事の積算において、工期を６．２か月とすべ
きところを７．０か月、７．７か月とすべきところを８．０か月、７．９か月と
すべきところを８．０か月、６．９か月とすべきところを７．０か月として共通
費を算定していた。このため、工事価格がそれぞれ１，１５０，０００円、  
２５０，０００円、１２０，０００円及び１００，０００円の過大積算となって
いた。 
 また、２箇所の工事の積算において、工期を５．１か月とすべきところを 
４．０か月、８．４か月とすべきところを８．０か月として共通費を算定してい
た。このため、工事価格がそれぞれ７００，０００円及び５９０，０００円の過
小積算となっていた。 

講 じ た 措 置  再発防止を図るため、群馬県財務規則等の関係例規に則った事務処理を徹底す
るよう職員に周知を図った。 
今後は、複数の職員による確認を徹底するなど、チェック体制の強化を図り、

適正な事務処理の確保に努めることとした。 
 
 
 

監 査 対 象 機 関 生涯学習センター 

監査結果の公表年月日 令和５年２月１４日（群馬県報第１００７４号）監査公表第２号 

監 査 の 結 果 （注意事項） 
 群馬県財務規則第２１１条において、物品の管理に関する事務を行う職員は、
善良な管理者の注意をもって、その事務を行わなければならないとされている。   
また、同規則第２１３条第１項において、備品については、備品管理台帳に取
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得年月日、名称及び保管場所等の事項を記録しておかなければならないとされて
いる。 
 当該機関では、事務調査日（令和４年１１月１７日）時点において、備品管理
台帳に記録されている備品５３７点のうち、３０点について、同台帳の保管場所
で現物を確認することができなかった。 

講 じ た 措 置  現物を確認することができなかった備品３０点について調査を行い、令和４年
１２月中に全て確認した。 
 再発防止を図るため、群馬県財務規則等の関係例規に則った事務処理を徹底す
るよう職員に周知を図った。 
 今後は、複数の職員による確認を徹底するなど、チェック体制の強化を図り、
適正な事務処理の確保に努めることとした。 

 
 
 

監 査 対 象 機 関 沼田特別支援学校 

監査結果の公表年月日 令和５年２月１４日（群馬県報第１００７４号）監査公表第２号 

監 査 の 結 果 （注意事項） 
 群馬県財務規則第９５条第１項において、資金前渡職員は、常時必要とする経
費を除き、前渡金に係る用件終了後１０日以内に、前渡金精算書を作成して証拠
書類を添え、支出命令者の確認を受けなければならないとされている。 
 当該機関は、令和４年７月２５日に資金前渡された安全運転管理者講習手数料
４，５００円について、事務調査日（同年１１月１１日）現在において、用件終
了後１０日を超えていたが、前渡金の精算を行っていなかった。 

講 じ た 措 置  当該前渡金については監査終了後速やかに、前渡金精算書を作成して証拠書類
を添え、支出命令者の確認を受けた。 
 再発防止を図るため、群馬県財務規則等の関係例規に則った事務処理を徹底す
るよう職員に周知を図った。 

 
 
 

監 査 対 象 機 関 渋川特別支援学校 

監査結果の公表年月日 令和５年２月１４日（群馬県報第１００７４号）監査公表第２号 

監 査 の 結 果 （注意事項） 
 群馬県教育財産等事務取扱規程（以下「規程」という。）第２５条において、
教育財産の用途を廃止しようとするときは、用途を廃止しようとする理由及び時
期等を記載した文書に関係図面を添えて決裁を受けるものとされている。 
 当該機関は、教育財産（工作物）である焼却炉を令和４年８月に解体したが、
規程第２５条で定める用途の廃止手続を行っていなかった。 

講 じ た 措 置  焼却炉の用途を廃止しようとする理由及び時期等を記載した文書に関係図面を
添えて決裁を受け、用途を廃止した。 
 再発防止を図るため、群馬県教育財産等事務取扱規程等の関係例規に則った事
務処理を徹底するよう職員に周知を図った。 
 今後は、複数の職員による確認を徹底するなど、チェック体制の強化を図り、
適正な事務処理の確保に努めることとした。 
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